
 

 

大阪大学職員集会所「さわらび」使用細則 

 

（趣旨） 

第１条 この細則は、大阪大学職員集会所「さわらび」（以下「集会所」という。）管理運

営規程第六条の規定に基づき、集会所の使用に関する必要な事項を定めるものとする。 

（使用日時） 

第２条 集会所の使用日時は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）及び天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律

（平成３０年法律第９９号）に規定する休日並びに年末年始（１２月２９日から翌年１

月３日まで）を除き次のとおりとする。 

１ 会議室 午前８時から午後１０時まで。 

２ 談話室 午前８時から午後１０時まで。 

３ 食堂 午前１１時から午後７時まで。 

（使用承認の申請） 

第３条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ「集会所使用承認申請書」（別紙様

式第１号）を教育・学生支援部学生・キャリア支援課に提出して総長の承認を受けなけ

ればならない。ただし、談話室及び食堂は、予約して使用する場合に限り使用承認の申

請を必要とする。 

（使用の承認） 

第４条 総長は、前条の申請を適当と認めたときは、「集会所使用承認書」（別紙様式第２

号）を当該申請者に交付する。 

（使用上の注意） 

第５条 使用者は、この細則及び別に定める集会所使用心得を守り、備付物品については

常に善良な管理者の注意をもつて使用しなければならない。 

（使用承認の取消し等） 

第６条 総長は、使用者がこの細則及び使用承認条件に違反した場合には、使用の承認を

取消し、又は使用を中止させることができる。 

（使用日時の変更及び使用の中止） 

第７条 使用者は、使用の承認を受けたのちにおいて使用日時を変更し、又は使用を中止

しようとするときは、直ちにその旨を教育・学生支援部学生・キャリア支援課に申し出

て総長の承認を受けなければならない。 

（使用物件の弁償） 

第８条 使用者は、集会所の施設及び設備品を損傷し若しくは滅失し又は承認条件に違反

したことにより損害を与えたときは、当該損害の額に相当する金額を弁償しなければな

らない。 

（細則） 

第９条 この細則に定めるもののほか集会所の使用に関し必要な事項は別に定める。 

附 則 

この細則は、昭和４４年７月１６日から施行する。 

附 則 
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この改正は、昭和４８年５月２９日から施行し、昭和４８年４月１２日から適用する。 

附 則 

この改正は、昭和５４年３月２８日から施行する。 

附 則 

この改正は、昭和６３年８月３０日から施行し、昭和６３年５月４日から適用する。 

附 則 

この改正は、平成元年７月６日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成４年５月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１２年８月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成３１年５月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、令和元年１０月１日から施行する。 

 


